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に
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す
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し
、
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紙
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弁
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を
送
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す

る
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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
学
校
統
廃
合
に
よ
る
廃
校
施
設
の
再
活
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
に
文
部
科
学
省
が
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
行
っ
た
「
廃
校
施
設
等
活
用
状
況
実
態
調
査
」
に
よ
れ
ば
、

廃
校
施
設
を
利
用
す
る
計
画
が
な
い
理
由
と
し
て
、
「
地
域
等
か
ら
の
要
望
が
な
い
」
こ
と
、
「
建
物
自
体
が
老
朽
化
し
て

い
る
」
こ
と
、
「
立
地
条
件
が
悪
い
」
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

公
立
学
校
に
係
る
廃
校
施
設
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
防
災
施
設
と
し
て
の
機
能
を
維
持
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
含
め
、

各
地
方
公
共
団
体
が
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
廃
校
施
設
の
有
効
活
用
を
図
る
こ
と
は
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
促
進
を
図
る
た
め
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年

法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
承
認
の
手
続
を
簡
素
化
す
る
こ
と
や
、
廃
校
施
設
を
活
用
す
る
際
に
利
用

で
き
る
補
助
制
度
を
同
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
紹
介
す
る
こ
と
等
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。


